
校内指導体制・外部関係機関                            （別紙１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊いじめ問題に対して、組織的かつ迅速な取組を実践していくために、「いじめ対応チーム」を設置する。構成員は「教育

相談委員会」委員と同様とするが、事態に応じて構成員を追加する。なお、いじめ対応チームは、以下の項目について主

体的に対応する。 

 １ 「学校いじめ基本方針」の見直し・改善 

 ２ いじめ問題に関する年間指導計画の立案・実施・改善 

 ３ 校内研修会の企画・実施 

 ４ いじめに関するアンケートの実施、結果等情報の分析・提供 

 ５ いじめが疑われる案件の事実確認・判断、いじめが発生した場合の対応等の決定、地域連携機関への連絡・協議（※いじめ発生を認知

した時は、必要な構成員を加えて『緊急対策会議』を開催するとともに、調査班・対応班を設置して事態の解決に当たる。） 

 ６ 配慮を要する生徒・保護者への支援方針の決定 

いじめ対応チーム 

 

 

 

 

 

 

  報告・協議           報告・協議 

校長 教頭 保健課長 保健課教育相談係 

生徒課長  生徒課担当  養護教諭（１名）      

各年次主任（３名）・キャンパスカウンセラー 

保護司・民生委員等、必要に応じて専門的知識を 

有する外部有識者が加入する。 

調査班 

年次主任 養護教諭 

生徒指導担当 担任 

等 

対応班 

年次主任 年次教員  

部活動顧問 担任 

等 

連携 

保護者・地域との連携 

 ＰＴＡ 

学校評議員会 

スクールソーシャルワーカー 

芦屋市立青少年愛護センター 

（０７９７－３１－８２２９） 

あしや市民活動センター 

（０７９７－２６－６４５２） 

神戸東部少年サポートセンター 

（０７８－８４１－６３６０） 

西宮こども家庭センター 

（０７９８－７１－４６７０） 

兵庫県芦屋警察署生活安全課 

（０７９７－２３－０１１０） 

近隣小学校・中学校   等 

連絡・相談 

情報提供 

情報提供 

支援・協力 

校内組織 

【教職員】 

○職 員 会 議 

○保 健 課 会 

○生 徒 課 会 

○１ 年 次 

○２ 年 次 

○３ 年 次 

○校務運営委員会 

○特別指導委員会 

○芦高教育検討委員会 

【生 徒】 

○自治会（生徒会）執行部 

 

   指導・監督 

 

○各ホームルーム活動 

○各種委員会活動 

○各運動部・文化部活動 

指導・監督 

助言 

相談・協議 

連携の強化 

・各種方針の決定 

・共通認識の確立 

・情報の収集・共有化 

・協働体制の確立 

 

・情報提供 

・チームの支援 

・未然防止等のための

企画立案と実践 


